
 
最後に重要な注意事項が記載されていますので、十分にお読みください。 
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2026/1/12 終値 前日比 騰落率 

Dow30 49,590.20  +86.13 +0.2% 

S&P500 6,977.27  +10.99 +0.2% 

NASDAQ 23,733.91  +62.55 +0.3% 

T-Bond 30Y 4.84% +2bp   

T-Note 10Y 4.19% +2bp   

T-Note 5Y 3.76% +1bp   

T-Note 2Y 3.54% +1bp   

WTI 原油 2 月 59.50 +0.38 +0.6% 

COMEX 金 2 月 4,614.7 +113.8 +2.5% 

*米国債の利回りは東部時間午後 4 時前後の値です。   

 NYSE NASDAQ 

値上り銘柄数 2,756  2,603  

値下り銘柄数 1,628  2,120  

出来高（万株） 126,131  874,333  
  

  

過去 1年（終値） Dow30 NASDAQ 

高値 49,590.20 (26/1/12) 23,958.47 (25/10/29) 

安値 37,645.59 (25/4/8) 15,267.91 (25/4/8) 
               

  清算値 大証比 

ｼｶｺﾞ日経先物 円建て 54,175  +2,095 
 ﾄﾞﾙ建て 54,265  +2,185 

*数値は最終確定値ではなく、変更となる場合があります。  

＜株式相場＞  

 主要 3 指数は揃って続伸し、NY ﾀﾞｳと S&P500 は連日

の史上最高値更新。ﾊﾟｳｴﾙ FRB 議長が「司法省による刑

事捜査の対象になった」と公表する中、米国株は下落して

取引を開始した。ﾄﾗﾝﾌﾟ大統領が、ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ金利に 10%

の上限設定を要求したことを受け、ｱﾒﾘｶﾝ･ｴｷｽﾌﾟﾚｽ   

（-4.3%）など金融ｾｸﾀｰが朝方から軟調。また、ﾄﾗﾝﾌﾟ氏が

ﾍﾞﾈｽﾞｴﾗの石油産業再建で除外する可能性を示唆したｴｸ

ｿﾝﾓｰﾋﾞﾙ（-0.5%）などｴﾈﾙｷﾞｰｾｸﾀｰも下落した。もっともそ

の後、米国株は下げ渋る展開に。ﾊﾟｳｴﾙ議長の捜査の動

きを受けても、「今後数ヵ月の金融政策運営に対する影響

は限定的」との見方が支えになった。「ﾄﾗﾝﾌﾟ政権と台湾の

関税交渉が最終段階に」との報道が好感された TSMC

（+2.5%）などﾃｸﾉﾛｼﾞｰｾｸﾀｰが上昇。午後は、「ﾅｽﾀﾞｯｸ 100

指数に採用」と伝わったｳｫﾙﾏｰﾄ（+3.0%）など生活必需品

ｾｸﾀｰが買われる中、主要 3指数は揃ってﾌﾟﾗｽ圏での動き

となり、最終的に上昇して取引を終えた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜債券相場＞ 
 米 10 年国債は下落し、利回りは上昇。FRB の独立性を

巡る懸念が広がる中、米国債は売りが先行した。もっとも、

売り一巡後は買い戻された。米 3年債と 10年債の入札が

堅調な結果となったことも、債券相場の支えに。その後は、

再び売りに押され、午後 4時頃の米 10年債利回りは前日

比+2bp の 4.19%近辺で推移している。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ﾍﾞｯｾﾝﾄ氏、ﾊﾟｳｴﾙ議長捜査を巡りﾄﾗﾝﾌﾟ大統領に警告 

 ﾍﾞｯｾﾝﾄ財務長官は 11 日遅くにﾄﾗﾝﾌﾟ大統領に対し、「ﾊﾟ
ｳｴﾙ FRB 議長に対する捜査は 『混乱を引き起こした』た
め金融市場に悪影響を及ぼす可能性がある」と語ったと、
ﾆｭｰｽｻｲﾄが報じた。 

 

ﾊｾｯﾄ氏、FRB と司法省の独立性尊重 

 ﾎﾜｲﾄﾊｳｽのﾊｾｯﾄ国家経済会議（NEC）委員長は 12 日、
ﾊﾟｳｴﾙ FRB 議長への刑事捜査に関し、FRB と司法省双
方の独立性を尊重すると述べ、動向を見守る考えを示し
た。 

 

共和党の上院議員、ﾊﾟｳｴﾙ議長捜査に反発 

上院共和党のﾏｶｳｽｷ議員は 12 日、ﾊﾟｳｴﾙ FRB 議長に
対する捜査を「威圧行為」だと批判し、上院銀行委員会で
FRB人事の承認に反対票を投じるとした共和党のﾃｨﾘｽ上
院議員の判断を支持すると表明した。ﾃｨﾘｽ議員は 11 日
夜の声明で、「この法的問題が完全に解決するまで、次期
FRB 議長のﾎﾟｽﾄを含め、FRB のいかなる候補者の承認
にも反対する」と述べた。 

 
＜欧州概況＞ 

2026/1/12 終値 前日比 騰落率 

DJ STOXX 600 610.95  +1.28 +0.2% 

FTSE 100（英） 10,140.70  +16.10 +0.2% 

DAX 30（独） 25,405.34  +143.70 +0.6% 

CAC 40（仏） 8,358.76  -3.33 -0.0% 

英 10 年国債 4.37% 0bp   

独 10 年国債 2.84% -2bp   
*各国債の利回りは米国東部時間午後 1 時前後の値です。 
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＜有価証券や金銭のお預かりについて＞ 
株式、優先出資証券等を当社の口座へお預かりする場合は、口座管理料をいただきません。外国証券 
（円建て債券および国内の金融商品取引所に上場されている海外 ETF を除きます。）をお預かりする 
場合には、1 年間に 3,300 円（税込み）の口座管理料をいただきます。ただし、電子交付サービスを
契約している場合には、口座管理料は 1 年間に 2,640 円（税込み）とします。なお、当社が定める  
条件を満たした場合は外国証券の口座管理料を無料といたします。上記以外の有価証券や金銭の   
お預かりについては料金をいただきません。なお、証券保管振替機構を通じて他社へ株式等を口座振替
する場合には、口座振替する数量に応じて、1 銘柄あたり 6,600 円（税込み）を上限として口座振替
手続料をいただきます。 
お取引にあたっては「金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明」の内容を十分に  
お読みいただき、ご理解いただいたうえでご契約ください。 

 ＜株式＞ 
株式（株式・ETF・J-REIT など）の売買取引には、約定代金（単価×数量）に対し、最大 1.485%（税
込み）（手数料金額が 3,300 円を下回った場合は最大 3,300 円（税込み））の売買手数料をいただき 
ます。ただし、株式累積投資は一律 1.485％（税込み）の売買手数料となります。国内株式を募集等に
より購入いただく場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。 
外国株式の海外委託取引には、約定代金に対し、最大 2.3496%（税込み）の売買手数料をいただき  
ます。外国株式の国内店頭（仕切り）取引では、お客様の購入および売却の単価を当社が提示します。
この場合、約定代金に対し、別途の手数料および諸費用はかかりません。 
※外国証券の外国取引にあたっては、外国金融商品市場等における売買手数料および公租公課その他の

賦課金が発生します（外国取引に係る現地諸費用の額は、その時々の市場状況、現地情勢等に応じて
決定されますので、その合計金額等をあらかじめ記載することはできません）。外国株式を募集等に 
より購入いただく場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。 

・株式は、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動による株価の変動によって
損失が生じるおそれがあります。 

・株式は、発行体やその他の者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等に  
より、株価が変動することによって損失が生じるおそれがあります。 

・また、外国株式については、為替相場の変動によって、売却後に円換算した場合の額が下落すること
によって損失が生じるおそれがあります。 

・REIT は、運用する不動産の価格や収益力の変動、発行者である投資法人の経営・財務状況の変化  
およびそれらに関する外部評価の変化等により価格や分配金が変動し、損失が生じるおそれがあり 
ます。 

 ＜債券＞ 
債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により購入いただく場合は、購入対価のみを  
お支払いいただきます。なお、取引価格には、販売・管理等に関する役務の対価相当額が含まれており
ます。 
・債券は、金利水準、株式相場、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動による債券価格の変動に 

よって損失が生じるおそれがあります。 
・債券は、発行体やその他の者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等に  

より、債券価格が変動することによって損失が発生するおそれがあり、また、元本や利子の支払いの
停滞もしくは支払い不能の発生または特約による元本の削減等のおそれがあります。 

・金融機関が発行する債券は、信用状況の悪化により本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、債権 
順位に従って元本や利子の削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用   
される制度は発行体の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。 

＜個人向け国債＞ 
個人向け国債を募集により購入いただく場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。個人向け国債
を中途換金する際は、次の計算によって算出される中途換金調整額が、売却される額面金額に経過利子
を加えた金額より差し引かれます（直前 2 回分の各利子（税引前）相当額×0.79685）。 
・個人向け国債は、安全性の高い金融商品でありますが、発行体である日本国政府の信用状況の悪化等

により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払い不能が生じるおそれがあります。 

 ＜転換社債型新株予約権付社債（転換社債）＞ 
国内市場上場転換社債の売買取引には、約定代金に対し、最大 1.10%（税込み）（手数料金額が 3,300
円を下回った場合は 3,300 円（税込み））の売買手数料をいただきます。転換社債を募集等により   
ご購入いただく場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。転換社債は転換もしくは新株予約権の
行使対象株式の価格下落や金利変動等による転換社債価格の下落により損失が生じるおそれがあり 
ます。また、外貨建て転換社債は、為替相場の変動等により損失が生じるおそれがあります。 

手数料およびリスクについての重要な注意事項 



 

 
 

＜投資信託＞ 
投資信託のお申込みにあたっては、銘柄ごとに設定された費用をご負担いただきます。 
・お申込時に直接ご負担いただく費用：お申込手数料（お申込金額に対して最大 3.85％（税込み）） 
・保有期間中に間接的にご負担いただく費用：信託報酬（信託財産の純資産総額に対して最大年率

2.665％（税込み）程度） 
・換金時に直接ご負担いただく費用：信託財産留保金（換金時に適用される基準価額に対して最大 0.5％） 
・その他の費用：監査報酬、有価証券等の売買にかかる手数料、資産を外国で保管する場合の費用等が

必要となり、商品ごとに費用は異なります。お客様にご負担いただく費用の総額は、投資信託を保有
される期間等に応じて異なりますので、記載することができません（外国投資信託の場合も同様  
です）。 

・投資信託は、国内外の株式や債券等の金融商品に投資する商品ですので、株式相場、金利水準、為替
相場、不動産相場、商品相場等の変動による、対象組入れ有価証券の価格の変動によって基準価額が
下落することにより、損失が生じるおそれがあります。 

・投資信託は、組入れた有価証券の発行者(或いは、受益証券に対する保証が付いている場合はその保証
会社)の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等による、対象組入れ有価証券の
価格の変動によって基準価額が変動することにより、損失が生じるおそれがあります。 

・上記記載の手数料等の費用の最大値は、今後変更される場合があります。 

＜レバレッジ型上場投資信託、指数連動証券および投資信託、並びに、インバース型上場投資信託、  
指数連動証券および投資信託＞ 
「レバレッジ型」および「インバース型」について 
「レバレッジ型」および「インバース型」が連動を目指す指標（以下、「対象指標」という）は、計算の
元となる株式指数、債券指数、REIT 指数や商品先物指数、先物の清算値、等（以下、「原指数」という）
の日々の上昇率、下落率に一定の倍率を乗じて算出されます。「レバレッジ型」とは倍率がプラス何倍、
「インバース型」とは倍率がマイナス何倍といったものをいいます。 
主な投資リスクについて 
 原指数が 1 日で大幅に変動した場合、倍数（プラス 2 倍、マイナス 1 倍、マイナス 2 倍、等）に  

応じて ETF および ETN の対象指標も大きく変動し、ひいては基準価額等も大きく変動することに
なります。例えば、次のケースでは、対象指標の値がゼロ以下になることにより、ETF および ETN
の基準価額等はゼロとなりますので、投資金額の全額を失うことになります。 

 ・レバレッジ型（プラス 2 倍）またはインバース型（マイナス 2 倍）の ETF、ETN において、原 
指数が前日から 50％以上下落、あるいは、上昇した場合（つまり、前日比半分以下に、あるいは、
1.5 倍以上となった場合） 

 ・インバース型（マイナス 1 倍）の ETF、ETN において、原指数が前日から 100％以上上昇した 
場合（つまり、前日比 2 倍以上となった場合） 

他の重要な留意点について 
 対象指標の上昇率および下落率は、2 営業日以上の期間でみた場合、その期間の原指数の上昇率   
および下落率に倍数（プラス 2 倍、マイナス 1 倍、マイナス 2 倍、等）を乗じた値とは通常一致   
しません。原指数の価格変動性（ボラティリティ）が大きくなればなるほど、また、投資期間が長く   
なれば長くなるほど、その差は大きくなる傾向があります。よって、それが長期にわたり継続される
ことにより、期待した投資成果が得られないおそれが生じます。それゆえに、本商品は、一般的には、
長期間の投資に向いたものとはいえず、比較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いて 
いる金融商品といえます。 

＜ファンドラップ＞ 

手数料等の諸費用について 

ファンドラップにおいて、直接お支払いいただく費用は、保有する、当社が運用方針に則して選定した
国内公募投資信託（以下「投資対象ファンド」といいます。）の時価評価額に対して最大 1.65%（年率・
税込み）となります。投資対象ファンドは、ほかの投資信託を投資対象とするファンド・オブ・     
ファンズ方式となっており、実質的な費用は、投資対象ファンドの信託報酬に最終投資先の運用管理 
費用（信託報酬）等を加算した費用を間接的にご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、  
事前に料率・上限額等を示すことはできません。詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご確認  
ください。 

主な投資リスクについて 

投資一任契約とは、当事者の一方が、相手方から、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の全部  
または一部を一任されるとともに、当該投資判断に基づき当該相手方のための投資を行うのに必要な 
権限を委任されることを内容とする契約です。 



 

 
 

・投資対象ファンドは、実質的に国内外の値動きのある有価証券等により運用を行いますので、株式  
相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動による組入れ有価証券の値動き等に伴い、
投資対象ファンドの基準価額も変動します。これらの要因により投資対象ファンドの基準価額が下落
し、損失が生じるおそれがあります。 

・投資対象ファンドに実質的に組み込まれた株式や債券等の発行者の倒産や信用状況等の悪化により 
投資対象ファンドの基準価額が下落し、損失が生じるおそれがあります。 

＜信用取引＞ 
信用取引には、約定代金に対し、最大 1.485%（税込み）（手数料金額が 3,300 円を下回った場合は 
最大 3,300 円（税込み））の売買手数料、管理費および権利処理手数料をいただきます。また、買付け
の場合、買付代金に対する金利を、売付けの場合、売付株券等に対する貸株料および品貸料をいただき
ます。委託保証金は、売買代金の 30％以上で、かつ 300 万円以上の額が必要です。信用取引では、 
委託保証金の約 3.3 倍までのお取引を行うことができるため、株価の変動により委託保証金の額を  
上回る損失が生じるおそれがあります。 

＜年金・保険＞ 
保険商品には、契約時・運用期間中・年金受取期間中などに費用をご負担いただく場合があります。  
また、ご契約日から一定期間内の解約または一部解約の場合には、解約控除が発生する場合があります。 
・定額終身保険等の積立金は一般勘定で管理されますが、ご契約後一定期間内に解約された場合の解約

返戻金は一時払保険料を下回り、損失が生じるおそれがあります。また、商品によっては、解約返戻
金の計算に際して、市場金利の変動に応じた市場価格調整が行われるため、損失が生じるおそれがあり
ます。 

・変額年金保険等は特別勘定資産で運用されるため、市場リスク（価格変動、金利変動、為替等による
リスク）、および信用リスク等の投資リスクがあり、積立金や解約返戻金等は一時払い保険料の額を 
下回り、損失が生じるおそれがあります。 

・災害保障重視型定期保険、逓増定期保険、定期保険、養老保険等の平準払商品の解約返戻金は、払込
保険料累計額を下回り、損失が生じるおそれがあります。 

・外貨建商品の場合には、為替レートの変動により、損失が生じるおそれがあります。 
・生命保険会社の業務または財務の状況の変化により、基本保険金額、年金額、死亡給付金額等が削減

される場合があります。 
保険商品のご検討・お申込みに際しては、「商品パンフレット」「契約締結前交付書面（契約概要/注意 
喚起情報）」「ご契約のしおり-約款」などをご覧いただき、詳しい内容については、販売資格を有した 
当社の担当者（生命保険募集人）までお問合せください。 

○2037 年 12 月までの間、復興特別所得税として、源泉徴収に係る所得税額に対して 2.1％の付加税
が課税されます。 

○金融商品は、個別の金融商品ごとに、ご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なり
ます。金融商品取引のご契約にあたっては、あらかじめ当該契約の「契約締結前交付書面」（もしくは
目論見書及びその補完書面）または「上場有価証券等書面」の内容を十分にお読みいただき、ご理解
いただいたうえでご契約ください。ファンドラップの申込みの際には「岡三 UBS ファンドラップ  
契約関連書面集」で契約内容をご確認ください。 

〇この資料は、岡三証券が信頼できると判断した情報源からの情報に基づいて作成されたものですが、
その情報の正確性、安全性を保証するものではありません。また、資料中の記載内容、数値、図表等
は、本資料作成時点のものであり、事前の連絡なしに変更される場合があり、岡三証券がその責を  
負うものではありません。なお、本資料に記載されたいかなる内容も将来の投資収益を示唆あるいは
保証するものではありません。投資に関する決定は投資家ご自身の判断と責任でなされるようお願い
します。 

〇岡三証券およびその関係会社、役職員が、この資料に記載されている証券もしくは金融商品について
自己売買または委託売買取引を行う場合があります。 

○自然災害等不測の事態により金融商品取引市場が取引を行えない場合は売買執行が行えないことが
あります。 

  



 

 
 

【日本以外の地域における本レポートの配布】 
・香港：本レポートは、香港証券先物委員会（SFC）の監督下にある岡三国際（亜洲）有限公司によっ
て、SFC に規定される適格機関投資家（PI）に配信されたものです。本レポートに関するお問い合わせ
は岡三国際（亜洲）有限公司にお願いします。 
 
・米国：本レポートの作成者は、米国の証券業界の自主規制機関（FINRA）にリサーチ・アナリストと
して登録されておらず、リサーチレポートの作成およびアナリストの独立性に関する米国規制の適用を
受けません。第三者による本調査レポートは、1934 年証券取引所法規則第 15a-6 条（改正を含む）
に定められる主要米国機関投資家（Major US Institutional Investors）に対してのみ、米国の証券会
社である Wedbush Securities Inc.（1934 年証券取引所法第 15 条に基づき登録、以下「Wedbush」
といいます。）により、米国内で配布されます。Wedbush による米国内の本レポート配布に関しては
Wedbush が全責任を負うものといたします。本レポートは、いずれかの管轄区域内の法令等により
Wedbush が本レポートの提供を禁止または制限されている投資家を対象としたものではありません。
本レポートを閲覧する前に、Wedbush が関連法令・規制に基づいてお客様に投資関連資料を提供する
ことが許可されている旨をご自身でご確認ください。本レポートを受領・閲覧し、記載されている証券
の取引を希望する米国内の投資家は全て、本レポートの発行者ではなく、以下の者と取引を行う必要が
あります：Wedbush Securities Inc., 1000 Wilshire Blvd, Los Angeles, California 90017, 電話
番号+1(646)604-4232。 
 
・その他の地域：本レポートは参照情報の提供のみを目的としており、投資勧誘を目的としたものでは
ありません。本レポートの受領者は、自身の投資リスクを考慮し、各国の法令、規則及びルール等の適
用を受ける可能性があることに注意をする必要があります。地域によっては、本レポートの配布は法律
もしくは規則によって禁じられております。本レポートは、配布や発行、使用等をすることが法律に反
したり、岡三証券に何らかの登録やライセンスの取得が要求される国や地域における国民や居住者に対
する配布、使用等を目的としたものではありません。 
 
※本レポートは、岡三証券が発行するものです。本レポートの著作権は岡三証券に帰属し、その目的い
かんを問わず無断で本レポートを複写、複製、配布することを禁じます。 
 
 
岡三証券株式会社  

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 53 号 
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、

一般社団法人第二種金融商品取引業協会 
（2025 年 12 月改定） 


